
様式１

（　環境部　）

契約担当課 件名 契約年月日
契約の相手方の
所在地及び名称

契約金額
（単位：円）

地方自治
法施行令
第167条の
2第1項中

の号

随意契約の理由

1 清掃施設課
佐野清掃センター清掃工
場電気計装設備点検業務
委託

令和5年10月30日
大分市大字三芳1159番地1
一般財団法人　九州電気保
安協会　大分支部

21,450,000 ２号

本業務委託は、佐野清掃センター清掃工場に設置され
た設備、機器を安全かつ円滑に稼働させるために行
う、電気計装設備の精密点検業務です。
本業務には、特別高圧・高圧・低圧電気設備の保守管
理に精通し、特に保護継電器の保護機能・試験方法・
試験用機材及びその取扱い方法などに熟知しているこ
とが要求されます。また、本業務は停電作業となるた
め、全炉停止中の休業日に行う必要があることに加
え、短時間での作業が要求されており、作業の熟練度
や豊富な経験、実績及び多数の専門技術者が必要とな
ります。施行にあたりましては、当該設備の使用前自
主検査、年次点検を直接施行し、同等の特別高圧受電
設備を持つ福宗環境センター、古国府浄水場などにお
いても同様の実績がある業者が適任と考えます。
以上より、地方自治法施行令第１６７条の２第１項第
２号の規定により一般財団法人九州電気保安協会大分
支部　と随意契約いたしたい。

2 清掃施設課
佐野清掃センター清掃工
場建築設備中央監視装置
保守点検業務委託

令和5年12月12日
福岡県福岡市早良区百道1-
18-25
千代田計装株式会社

495,000 ２号

本業務委託は、佐野清掃センター清掃工場内の建築設
備中央監視装置の保守、点検を行うものです。
建築設備中央監視装置は、工場内の空調設備・熱源設
備・衛生設備・防災設備・電気設備等を総合的に監視
し、工場を適切に運用管理するための設備です。中央
監視装置は機器が相互に関連しているシステムである
ため、実施にあたっては機器の取扱い及び工場内のシ
ステム全体を熟知した上で点検を行う必要がありま
す。
以上より、地方自治法施行令第１６７条の２第１項第
２号の規定により、本設備の製造メーカーであるアズ
ビル株式会社の特約店で、且つ本設備における保守点
検業務の施行実績がある千代田計装株式会社と随意契
約いたしたい。

随意契約の契約状況表
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3 清掃施設課
佐野清掃センター清掃工
場1号溶融炉内筒冷却装
置点検整備業務委託

令和5年11月10日

北九州市戸畑区大字中原46-
59
日鉄環境エネルギーソ
リューションズ株式会社

924,000 ２号

本業務は、佐野清掃センター清掃工場内の1号溶融炉内
筒冷却装置点検整備を行うものであります。
本業務では、現施設を設計・施工した請負業者の特許
に係る機器や特殊な設備の整備を行うことから、設計
者以外の者では性能や構造等の詳細なデータが不足
し、本業務の施工に関して重大な支障となります。
したがって、地方自治法施行令第167条の2第1項第2号
の規定により競争入札に適さないため、本設備のプラ
ントメーカーである日本製鉄株式会社の系列メーカー
である日鉄環境エネルギーソリューション株式会社と
随意契約をいたしたい。

4 清掃施設課
佐野清掃センタ－清掃工
場塩化水素濃度計・ばい
じん計点検整備業務委託

令和5年12月20日
大分市高城本町５－３
西川計測株式会社 九州支社

2,002,000 ２号

本業務委託は、清掃工場内に設置されている塩化水素
濃度計及びばいじん計の点検整備業務です。業務の履
行に当たっては製造メーカーでなければ調達困難な部
品や部材等があり、点検や整備の作業を行う際にも特
殊な技術や高度な専門知識が不可欠であります。
したがって、地方自治法施行令第１６７条の２第１項
第２号の規定により競争入札に適さないため、塩化水
素濃度計及びばいじん計の製造メーカーである京都電
子工業株式会社の県内唯一の代理店である西川計測株
式会社九州支社と随意契約にて施行いたしたい。
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5 清掃施設課
大洲園処理場ＰＨ計外点
検業務委託

令和5年10月30日
大分市下郡東１－７－２
株式会社旺計社　大分支店

875,160 ２号

本委託は、本処理場に設置されているPH計、残留塩素
計及びガス検知器の点検業務を行い、機能維持の確保
を目的とするものであります。
これらの計器は、本処理場の運転監視に必要なデータ
表示や各設備の自動制御に必要な測定信号を送ってお
り、極めて重要な計器であります。
本委託の施行にあたっては、当該計器類に関する高度
な知識や特殊な技術が不可欠で、施行に関する豊富な
経験と知識が必要とされます。また、点検に関する技
術的支援や交換部品の調達等で、製造メーカーの東亜
DKK株式会社もしくはその代理店以外に本委託を行わせ
ることは極めて困難であります。
したがって、地方自治法施行令第167条の2第1項第2号
の規定により競争入札に適さないため、計器の製造
メーカーである東亜DKK株式会社の代理店である株式会
社旺計社大分支店と随意契約にて施行いたしたい。

6 清掃施設課
大洲園処理場計装設備点
検整備業務委託

令和5年11月1日

大分市花高松２－１０－２
６
アズビル株式会社アドバン
スオートメーションカンパ
ニー　大分営業所

1,389,080 ２号

本委託は、本処理場内に設置している流量計、液位計
等計装設備の点検整備業務を行うものであります。
本処理場の計装設備はアズビル（株）（旧社名（株）
山武）が製造した設備であり、その点検整備にあたっ
ては設備の特殊性等から製造メーカー及びその代理店
以外は行うことが困難であります。また、他の設備の
運転とも密接に関連しているため、本処理場の状況等
にも精通していることが必要不可欠です。
したがって、地方自治法施行令第167条の2第1項第2号
の規定により競争入札に適さないため、本計装設備の
製造メーカーの代理店であるアズビル（株）アドバン
スオートメーションカンパニー大分営業所と随意契約
にて施行いたしたい。
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7 清掃施設課
福宗環境センターリサイ
クルプラザ№2残渣コン
ベヤ点検整備業務委託

令和5年11月14日
香川県観音寺市中田井町1
シマ㈱

660,000 ２号

本業務委託は、福宗環境センターリサイクルプラザ№2
残渣コンベヤ点検整備を行い、施設の性能維持を目的
とするものである。
本施設においては予備のラインを持っていないため、
ライン上の機器の不具合・故障等が発生した場合、ご
み処理ラインの停止につながり、故障機器を復旧させ
るまでごみ処理を再開することができない。加えてご
み貯留ヤードの容量が限られているため、処理が停滞
するとごみの受入れが不可能となり、市民生活に重大
な影響を及ぼしかねない。
そのため処理ラインを構成する指定の部品を一定期間
毎に点検し取替、整備を行い性能維持が必要である。
委託にあたっては、当該設備の施工業者でなければ調
達困難な部品があり、また機器相互が関連したシステ
ムであるため、本施設のシステム全体に精通している
ことが必要とされる。
従って、地方自治法施行令第１６７条の２第１項第２
号の規定により競争入札に適さないため、本施設の機
械設備の施工業者であり、本施設の保守管理を請負っ
ているシマ株式会社と随意契約にて施行するものであ
る。
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8 清掃施設課
福宗環境センターリサイ
クル缶用アルミ選別機点
検整備業務委託

令和5年10月24日
香川県観音寺市中田井町
シマ㈱1

715,000 ２号

本業務委託は、福宗環境センターリサイクルプラザ缶
用アルミ選別機点検整備を行い、施設の性能維持を目
的とするものである。
本施設においては予備のラインを持っていないため、
ライン上の機器の不具合・故障等が発生した場合、処
理ラインの停止につながり、故障機器を復旧させるま
で缶ビン処理を再開することができない。加えて缶ビ
ン貯留ヤードの容量が限られているため、処理が停滞
すると受入れが不可能となり、市民生活に重大な影響
を及ぼしかねない。
そのため缶ビン処理ラインを構成する指定の部品を一
定期間毎に点検し取替、整備を行い性能維持が必要で
ある。
委託にあたっては、当該設備の施行業者でなければ調
達困難な部品があり、また機器相互が関連したシステ
ムであるため、本施設のシステム全体に精通している
ことが必要とされる。
従って、地方自治法施行令第１６７条の２第１項第２
号の規定により競争入札に適さないため、本施設の機
械設備の施行業者であり、本施設の保守管理を請負っ
ているシマ株式会社と随意契約にて施行するものであ
る。

9 清掃施設課
福宗環境センター清掃工
場外ごみ計量器点検整備
業務委託

令和5年11月15日
大分市大字三佐字山ノ神
966-1
㈱エクセム

3,630,000 ２号

本業務委託は、福宗環境センター清掃工場、リサイク
ルプラザ及び鬼崎埋立場のごみ計量器の点検整備を行
うものである。
実施にあたっては、特殊な技術や高度な知識が不可欠
で、安全性の確保、ごみ受入設備との関連もあり、本
設備に熟知している必要がある。また、機器の中には
通常調達困難な特殊部品が多く、納入設置業者でなけ
れば調達できない部品及びソフトウェアもある。
従って、地方自治法施行令第167条の2第1項第2号の規
定により競争入札に適さないため、ソフトウェアの構
築及びシステム納入設置業者である株式会社エクセム
と随意契約するものである。
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10 清掃施設課
福宗環境センターリサイ
クルプラザ受変電設備点
検業務委託

令和5年12月20日
大分市大字三芳1159-1
一般財団法人九州電気保安
協会大分支部

715,000 ２号

本業務委託は、福宗環境センターリサイクルプラザに
設置されている受変電設備を安全かつ円滑に稼働させ
るための年次精密点検である。また高圧電気設備、低
圧電気設備の点検業務を行うため、各設備の保守管理
に精通し、設備の構成を熟知していることを必要とす
る。
実施にあたっては、リサイクルプラザに送電している
高圧気中開閉器の遮断を行うため、停電業務となる。
そのため、休日に行う必要と時間的な制約があり、作
業の熟練度や豊富な経験、実績のある人材が多数必要
とされる。さらに、集中的かつ迅速に業務を行う必要
がある。
以上のことから、地方自治法施行令第１６７条の２第
１項第２号の規定により競争入札に適さないため、高
圧電気設備、低圧電気設備の保守管理に精通している
一般財団法人　九州電気保安協会大分支部　と随意契
約するものである。

11 清掃施設課
福宗環境センター清掃工
場非常用発電機点検整備
業務委託

令和5年12月26日
大分市東春日町6-1
千代田興産㈱大分営業所

1,540,000 ２号

本業務委託は、清掃工場の全停電時にプラント設備、
照明、消火設備等に電源を送る非常用発電設備の点検
整備を行い、非常用発電設備の性能維持を目的とする
ものである。
非常用発電設備は、プラント設備と密接に関連した設
備であるため、点検整備の実施に当たっては、プラン
ト設備及びシステム全体を熟知している必要がある。
また、点検整備に要する部品は通常調達困難な特殊部
品が多く、本非常用発電設備の製造業者でなければ調
達できない部品もある。
以上のことから、地方自治法施行令第１６７条の２第
１項第２号の規定により、非常用発電設備の製造業者
である三菱重工エンジンシステム株式会社の市内代理
店である千代田興産株式会社大分営業所と随意契約す
るものである。
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12 清掃施設課
福宗環境センター清掃工
場受変電設備点検業務委
託

令和5年12月20日
大分市大字三芳1159-1
一般財団法人九州電気保安
協会大分支部

3,850,000 ２号

本業務は、大分市福宗清掃工場電気保安規定にしたが
い、福宗環境センター清掃工場に設置された電気工作
物の保安を確保するため、また設備機器を安全かつ円
滑に稼動させるために、受変電設備の点検を実施する
ものである。
本業務には、特別高圧電気設備、高圧電気設備及び低
圧電気設備の保守管理に精通し、特に保護継電器の保
護機能、試験方法、試験用機材及びその取り扱い方法
などを熟知していることが要求される。また本業務は
停電作業となるため、休日に集中的、かつ迅速に行う
必要があり、作業の熟練度や豊富な経験・実積が必要
となる。
以上のことから地方自治法施行令第１６７条の２第１
項第２号の規定により競争入札に適さないため、高圧
電気設備、低圧電気設備の保守管理に精通している一
般財団法人九州電気保安協会大分支部と随意契約する
ものである。
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